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佐 市 監 査 第 ２ ９ ３ 号 

令和４年１０月１１日 

  

佐 賀 市 議 会 議 長  堤   正 之 様 

佐 賀 市 長  坂 井 英 隆 様 

佐賀市教育委員会教育長  中 村 祐二郎 様 

佐賀市農業委員会会長  大 園 敏 明 様 

 

佐賀市監査委員  力 久   剛    

 

佐賀市監査委員  千 綿 正 明    

 

 

定期監査及び財政援助団体等監査の監査結果に関する報告書について 

 

  地方自治法第１９９条第１項、第４項及び第７項の規定により、令和４年４月から令和４年８月まで

に実施した定期監査及び財政援助団体等監査について、同条第９項の規定により監査結果に関する報告

を決定し、提出する。 

 

１ 監査の概要  

（１）監査の方法 

財務事務及び行政事務が法令に適合し正確に行われているか、また、行政運営が合理的かつ能率

的に行われているかという観点から、提出された資料及び帳簿の全部又は一部を抽出し確認を行う

とともに、関係職員に説明を求めた。また、必要に応じ現地に赴き、資産等の確認を行い、前回監

査での指摘事項等の改善状況についても調査した。 

なお、監査対象部署ごとに、前回監査結果及び業務上のリスクを基にして設定した監査重点項目

及び監査委員の指示事項を中心に監査を実施した（小中学校及び財政援助団体等に対する監査を除

く。）。 

 

（２）監査の対象等 （監査実施対象：１６部署１団体（６小中学校を含む。）） 

＜定期監査＞（財務及び経営管理監査） 

監 査 対 象 監査対象期間 監査実施期間 ページ 

建設部 

用地対策課 

令和 ３年 ４月 １日 
～ 

令和 ４年 ３月３１日 

令和 ４年 ４月 ５日 
～ 

令和 ４年 ７月２８日 

4 

道路管理課 4 

南部建設事務所 4 
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監 査 対 象 監査対象期間 監査実施期間 ページ 

環境部 

循環型社会推進課 

令和 ３年 ４月 １日 
～ 

令和 ４年 ３月３１日 

令和 ４年 ４月 ５日 
～ 

令和 ４年 ７月２８日 

4 

施設機能向上推進室 4 

富士支所 5 

三瀬支所 4 

出納室 4 

教育委員会 

若楠小学校 

令和 ３年 ４月 １日 
～ 

令和 ４年 ３月３１日 

令和 ４年 ５月 ９日 
～ 

令和 ４年 ８月２３日 

5 

開成小学校 5 

諸富北小学校 6 

春日小学校 6 

城西中学校 4 

諸富中学校 4 

農業委員会 

事務局 

富士分室 
令和 ３年 ４月 １日 

～ 
令和 ４年 ３月３１日 

令和 ４年 ４月 ５日 
～ 

令和 ４年 ７月２８日 

4 

三瀬分室 4 

 

＜財政援助団体等監査＞ 

監 査 対 象 監査対象期間 監査実施期間 ページ 

みつせ高原キャンペーン実行委員会 

《所管：三瀬支所》 

令和 ３年 ４月 １日 
～ 

令和 ４年 ３月３１日 

令和 ４年 ４月 ５日 
～ 

令和 ４年 ７月２８日 
7 
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（３）定期監査（前期）における監査重点項目設定数 

※ 区分ごとに、監査重点項目として設定した部署の数 

※ 小中学校及び財政援助団体等に対する監査は、監査重点項目を設定していない。 

※ 「10内部統制」については、令和4年度から独立した区分として設定している。 

 

（４）定期監査（前期）における指摘事項等の件数   

（指 摘 事 項）違法又は不当な事項で、誤りの程度が重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの 

（検討を求める事項）違法又は不当な事項で、改善について検討を求めることが適当なもの 

（注意を求める事項）違法又は不当な事項で、注意を求めることが適当なもの 

※ 指摘事項等の区分は、監査重点項目の設定区分と一致しない場合がある。 

※ 財政援助団体等を除く。 

 

（５）指摘事項等の改善 

   監査の終了に際しては、監査対象となった部署を所管する部長等に対して、監査委員が指摘事項等
についての説明を行い、是正、改善を要請した。 

R4 10部署 R3 13部署

　１　服務関係 1 5

　２　文書 1 0

　３　収入 2 3

　４　支出 0 0

　５　契約 6 11

　６　工事等の執行 2 2

　７　補助金等 3 3

　８　財産管理 3 5

　９　現金の取扱い 7 6

１０　内部統制 0 　　　　　　　　 －

１１　その他 0 0

計 25 35

区分
設定数

R4 R3 R4 R3 R4 R3 R4 16部署 R3 13部署

　１　服務関係 0 0 0 0 0 0 0 0

　２　文書 0 0 0 0 0 0 0 0

　３　収入 0 0 0 0 1 0 1 0

　４　支出 0 0 0 0 0 2 0 2

　５　契約 0 0 0 0 0 0 0 0

　６　工事等の執行 0 0 0 0 0 0 0 0

　７　補助金等 0 0 0 0 0 0 0 0

　８　財産管理 0 0 0 0 4 0 4 0

　９　現金の取扱い　 0 1 0 0 1 0 1 1

１０　内部統制 0 　　　　　- 0 　　　　　- 0 　　　　　- 0 　　 　　　　-

１１　その他 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 1 0 0 6 2 6 3

注意を求める事項検討を求める事項指摘事項
区　分

計
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２ 監査の結果 

（１）定期監査 

＜財務及び経営管理監査＞ 

監 査 の 対 象 

建設部 用地対策課    （監査重点項目：収入、契約、現金の取扱い） 

建設部 南部建設事務所  （監査重点項目：契約、工事等の執行） 

環境部 循環型社会推進課 （監査重点項目：収入、契約、現金の取扱い） 

環境部 施設機能向上推進室（監査重点項目：服務関係、契約、補助金等） 

三瀬支所         （監査重点項目：補助金等、財産管理、現金の取扱い） 

出納室          （監査重点項目：文書、契約、財産管理） 

教育委員会 城西中学校  （監査重点項目：設定なし） 

教育委員会 諸富中学校  （監査重点項目：設定なし） 

農業委員会事務局 富士分室（監査重点項目：現金の取扱い） 

農業委員会事務局 三瀬分室（監査重点項目：現金の取扱い） 

監 査 の 結 果 財務等に関する事務の執行については、おおむね良好に処理されていた。 

 

 

監 査 の 対 象 建設部 道路管理課 

監査重点項目 工事等の執行、財産管理、現金の取扱い 

監 査 の 結 果 

○注意を求める事項 

現金出納簿について 

  実査時点（５月１１日）において、今年度収納した全ての手数料等が現金出

納簿に記載されていなかった。収入金額については、収納の種類ごとに手数料

確認表を作成し複数名で毎日確認を行っているものの、金融機関への払込状況

及び釣銭準備金を含めた現金在高について確認ができる状況ではなかった。 

  現金出納簿は、実際の現金在高を明確にする重要な帳簿であるため、佐賀市

財務規則第３２条第５項の規定に基づき、収納の都度、適切に記載されたい。 

また、必要な帳簿の整理等については担当者任せにせず、係長等で適宜確認

するなど漏れがないよう課内でチェック体制を整えられたい。 

 

 

 

 



 5 

監 査 の 対 象 富士支所  

監査重点項目  契約、補助金等、現金の取扱い 

監 査 の 結 果 

〇注意を求める事項 

調定日について 

 溜山牧野使用料（54,150円）について、使用許可日は令和３年９月２８日だ

が調定の日付が６か月経過した令和４年３月３１日となっていた。 

 佐賀市財務規則第２３条の規定に基づき、随時の収入にあってはその原因の

発生する都度調定をされたい。 

 

 

監 査 の 対 象 教育委員会 若楠小学校 

監 査 の 結 果 

○注意を求める事項 

行政財産目的外使用許可及び安全管理について 

行政財産目的外使用許可について、申請手続をせずに設置されたバックネッ

トや照明器具等があった。 

 許可申請の受付窓口である学校においては、学校敷地に無許可で固定設置さ

れているものや恒常的に置かれているものがないかなど、現場を確認するとと

もに、必要の際は、使用許可申請書を提出させ、許可の手続や管理等の説明を

漏れなく行われたい。 

 また、許可した設置物については、学校の安全点検時等に危険な箇所がない

か確認し、必要に応じて設置者に対し、安全管理や破損時の修繕、撤去等の指

導を行われたい。 

 

 

監 査 の 対 象 教育委員会 開成小学校 

監 査 の 結 果 

○注意を求める事項 

行政財産目的外使用許可について 

行政財産目的外使用許可を受けて設置している物置について、学校は、別の

物置の写真を添付して教育委員会に目的外使用に係る副申を提出していた。 

また、申請手続をせずにバックネットに設置された照明器具等もあった。 

許可申請の受付窓口である学校においては、学校敷地に無許可で固定設置さ

れているものや恒常的に置かれているものがないかなど、現場を確認するとと

もに、設置者に対しては、適正な申請手続及び設置物の適正管理に係る指導を

行われたい。 

 



 6 

監 査 の 対 象 教育委員会 諸富北小学校 

監 査 の 結 果 

○注意を求める事項 

行政財産目的外使用許可について 

数年前に入替え設置された物置について、学校は、入替え前の規格が記載さ

れた市有財産使用許可申請書をそのまま受理し、教育委員会に目的外使用に係

る副申を提出していた。 

また、バックネット付近には、申請手続をせずに設置された練習器具等もあ

った。 

許可申請の受付窓口である学校においては、学校敷地に無許可で固定設置さ

れているものや恒常的に置かれているものがないかなど、現場を確認するとと

もに、設置者に対しては、適正な申請手続及び設置物の適正管理に係る指導を

行われたい。 

 

 

監 査 の 対 象 教育委員会 春日小学校 

監 査 の 結 果 

○注意を求める事項 

行政財産目的外使用許可及び安全管理について 

行政財産目的外使用許可について、申請手続をせずに設置されたバックネッ

トや照明器具等があった。 

その中の、鉄パイプ等で組み立てられたバッティング用ネットは、老朽化や

破損により危険な状態となり、児童の怪我に繋がる恐れのある状態であった。 

 許可申請の受付窓口である学校においては、学校敷地に無許可で固定設置さ

れているものや恒常的に置かれているものがないかなど、現場を確認するとと

もに、必要の際は、使用許可申請書を提出させ、許可の手続や管理等の説明を

漏れなく行われたい。 

 また、許可した設置物については、学校の安全点検時等に危険な箇所がない

か確認し、必要に応じて設置者に対し、安全管理や破損時の修繕、撤去等の指

導を行われたい。 
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（２）財政援助団体等監査 

監査対象団体 みつせ高原キャンペーン実行委員会 

所 在 地 佐賀市三瀬村三瀬２７６４番地 三瀬支所総務・地域振興グループ内 

所 管 課 三瀬支所 

財政援助等の内容 補助金 

補助金の名称 三瀬高原キャンペーン開催事業 

令 和 ３ 年 度 補 助 額 １，５９３，０００円 
団体の全収入に対

する補助金の割合 
７２．０％ 

監 査 の 結 果 財務等に関する事務の執行については、おおむね良好に処理されていた。 

 



 


